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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント回路カード又はプリント回路基板を形成するための芳香族ポリマー材料からな
る薄膜基板において、前記薄膜基板には、前記薄膜基板を貫通するとともに、電気回路を
形成すべく互いに対向する表面に沿って電気接続されている複数のマイクロバイアを設け
るために、
　ａ）前記薄膜基板を貫通している潜在ナノトラックを形成するために、前記薄膜基板の
少なくとも選択された表面部分に加速されたイオンを照射する処理であって、前記イオン
の少なくとも８０％を確実に前記薄膜基板に貫通させる運動エネルギーを前記イオンが有
するように、前記運動エネルギーが、イオン当たり２００～７０００ＭｅＶになるように
前記選択された表面部分に衝突するときの前記イオンの速度、及び質量が選択されている
、加速されたイオンの照射処理と、
　ｂ）前記薄膜基板を貫通する実在ナノトラックを形成するために、前記潜在ナノトラッ
クのうちの選択されたものに対して、アルカリ性試薬及び酸化剤試薬のうちの少なくとも
一方の化学試薬を利用するウェットエッチングを行う処理と、
　ｃ）前記薄膜基板の前記互いに対向する表面にて、選択された導電性を有する１つ又は
２つの材料によって電気接続されるとともに、スルーホールの役割を果たす、前記マイク
ロバイアを形成するために、選択された導電性を有する材料を前記実在ナノトラックに充
填する処理であって、第１のバイア（Ｖ１０、Ｖ３０、Ｖ５０）と呼ばれる第１の数のバ
イアを形成するために、第１の数の前記実在ナノトラックに、選択された電気的特性を有
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する第１の材料（Ｍ１）を充填し、及び、第２のバイア（Ｖ２０、Ｖ４０、Ｖ６０）と呼
ばれる第２の数のバイアを形成するために、第２の数の前記実在ナノトラックに、選択さ
れた電気的特性を有する第２の材料（Ｍ２）を充填する処理とが行われており、
　前記第１のバイア（Ｖ１０、Ｖ３０、Ｖ５０）及び第２のバイア（Ｖ２０、Ｖ４０、Ｖ
６０）にそれぞれ充填される、前記第１の材料（Ｍ１）及び前記第２の材料（Ｍ２）は互
いに異なる電気的特性を有するように選択され、前記薄膜基板の表面に被着される材料は
、前記第１のバイアと前記第２のバイアを電気接続するために設けられ、直列接続に含ま
れる最初のバイア（Ｖ１０）及び最後のバイア（Ｖ６０）は、熱電対及び回路構成のうち
の少なくとも一方を提供するために他の素子に適切に接続される、処理された薄膜基板。
【請求項２】
　熱電対を備えている前記薄膜基板が、スペクトル分析用に構成される検出器内に信号受
信機として収容される、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項３】
　前記「ａ」の処理では、前記薄膜基板全体の外側表面が、加速された重イオンで処理さ
れる、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項４】
　前記「ｂ」の処理では、マスキング工程によって、前記実在ナノトラックが形成される
、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項５】
　前記「ｃ」の処理では、第１のバイアを形成するために、選択された実在ナノトラック
に第１の材料を充填する、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項６】
　前記「ｃ」の処理では、第２のバイアを形成するために、第２の選択された実在ナノト
ラックに第２の材料を充填する、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項７】
　前記「ｃ」の処理では、複数の第１のバイア及び複数の第２のバイアが、マスキング工
程によって前記薄膜基板の前記２つの表面のうちの一方に被着される材料によって電気接
続される、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項８】
　前記「ｃ」の処理では、複数の第１のバイア及び複数の第２のバイアが、マスキング工
程によって前記薄膜基板の前記２つの表面のうちの第２の表面に被着される材料によって
電気的に相互接続される、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項９】
　前記「ａ」の処理では、画定された潜在ナノトラックが、異方性材料から成るナノワイ
ヤとして前記薄膜基板のバルク材料内に形成され、前記異方性材料は実在ナノトラックを
形成するために化学エッチングされやすいものである、請求項１に記載の処理された薄膜
基板。
【請求項１０】
　前記薄膜基板は２００～３０μｍの厚みを有する、請求項１に記載の処理された薄膜基
板。
【請求項１１】
　前記「ａ」の処理では、前記ナノワイヤは、「クーロン」爆発及び熱過渡現象のうちの
少なくとも一方によって設けられる、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項１２】
　前記「ｂ」の処理では、次亜塩素酸ナトリウム含有溶液又は酸化カリウム含有溶液が用
いられる、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項１３】
　前記実在ナノトラックは、内側トラック表面を濡らすために、前記導電性を有する材料
を充填する処理の前にエタノールにさらされる、請求項１に記載の処理された薄膜基板。
【請求項１４】
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　プリント回路カード又はプリント回路基板を形成するための芳香族ポリマー材料からな
る薄膜基板において、前記薄膜基板を貫通するとともに、互いに対向する表面に沿って電
気接続される複数のマイクロバイアを設けることによって、電気回路を形成するための、
前記薄膜基板の製造方法において、
　ａ）前記薄膜基板を貫通している潜在ナノトラックを形成するために、前記薄膜基板の
少なくとも選択された表面部分に加速されたイオンを照射するステップであって、前記イ
オンの少なくとも８０％を確実に前記薄膜基板に貫通させる運動エネルギーを前記イオン
が有するように、前記運動エネルギーが、イオンあたり２００～７０００ＭｅＶになるよ
うに前記選択された表面部分に衝突するときの前記イオンの速度、及び質量を選択されて
いる、加速されたイオンの照射ステップと、
　ｂ）前記薄膜基板を貫通する実在ナノトラックを形成するために、前記潜在ナノトラッ
クのうちの選択されたものに対して、アルカリ性試薬及び酸化剤試薬のうちの少なくとも
一方の化学試薬を利用するウェットエッチングを行うステップと、
　ｃ）前記薄膜基板の前記互いに対向する表面にて、選択された導電性を有する１つ又は
２つの材料によって電気接続されるとともに、スルーホールの役割を果たす、前記マイク
ロバイアを形成するために、選択された導電性を有する材料を前記実在ナノトラックに充
填する処理であって、第１のバイア（Ｖ１０、Ｖ３０、Ｖ５０）と呼ばれる第１の数のバ
イアを形成するために、第１の数の前記実在ナノトラックに、選択された電気的特性を有
する第１の材料（Ｍ１）を充填し、及び、第２のバイア（Ｖ２０、Ｖ４０、Ｖ６０）と呼
ばれる第２の数のバイアを形成するために、第２の数の前記実在ナノトラックに、選択さ
れた電気的特性を有する第２の材料（Ｍ２）を充填するステップとを備え、
　前記第１のバイア（Ｖ１０、Ｖ３０、Ｖ５０）及び第２のバイア（Ｖ２０、Ｖ４０、Ｖ
６０）にそれぞれ充填される、前記第１の材料（Ｍ１）及び前記第２の材料（Ｍ２）は互
いに異なる電気的特性を有するように選択され、前記薄膜基板の表面に被着される材料は
、前記第１のバイアと前記第２のバイアを電気接続するために設けられ、直列接続に含ま
れる最初のバイア（Ｖ１０）及び最後のバイア（Ｖ６０）は、熱電対及び回路構成のうち
の少なくとも一方を提供するために他の素子に適切に接続される、薄膜基板の製造方法。
【請求項１５】
　熱電対を備えている薄膜基板が、スペクトル分析用に構成される検出器内に信号受信機
として収容される、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記「ａ」のステップにおいて、前記薄膜基板全体の外側表面が、加速された重イオン
で処理される、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記「ｂ」のステップにおいて、マスキング工程によって前記実在ナノトラックが形成
される、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記「ｃ」のステップにおいて、第１のバイアを形成するために、選択された実在ナノ
トラックに第１の材料を充填する、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記「ｃ」のステップにおいて、第２のバイアを形成するために、第２の選択された実
在ナノトラックに第２の材料を充填する、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記「ｃ」のステップにおいて、複数の第１のバイア及び複数の第２のバイアが、マス
キング工程によって前記薄膜基板の前記２つの表面のうちの一方に被着される材料によっ
て電気接続される、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項２１】
　前記「ｃ」のステップにおいて、複数の第１のバイア及び複数の第２のバイアが、マス
キング工程によって前記薄膜基板の前記２つの表面のうちの第２の表面に被着される材料
によって電気接続される、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
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【請求項２２】
　前記「ａ」のステップにおいて、画定された潜在ナノトラックが異方性材料からなるナ
ノワイヤとして前記薄膜基板のバルク材料内に形成され、前記異方性材料は、実在ナノト
ラックを形成するために化学エッチングされやすいものである、請求項１４に記載の薄膜
基板の製造方法。
【請求項２３】
　前記薄膜基板は２００～３０μｍの厚みを有する、請求項１４に記載の薄膜基板の製造
方法。
【請求項２４】
　前記「ａ」のステップにおいて、前記ナノワイヤは、「クーロン」爆発及び熱過渡現象
のうちの少なくとも一方によって設けられる、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記「ｂ」のステップにおいて、次亜塩素酸ナトリウム含有溶液又は酸化カリウム含有
溶液が用いられる、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法。
【請求項２６】
　前記実在ナノトラックは、内側トラック表面を濡らすために、前記導電性を有する材料
を充填する処理の前にエタノールにさらされる、請求項１４に記載の薄膜基板の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、複数の工程又は処理ステップにおいて処理され、この処理によ
って、１つ又は複数のプリント回路基板又はプリント回路カードを製造できるようにする
薄膜基板に関する。
【０００２】
　本特許出願では、薄膜基板は、厚みが５００μｍよりも薄い基板を覆うためのものであ
る。
　プリント回路カードという表現は主に又は第１には、以下に説明される態様で処理され
る単一の薄膜基板を意図しているが、第２には、複数のそのように処理された薄膜基板を
結合し、それにより、多層プリント回路カードを設けることができるようにすることも妨
げられず、その場合には、本発明によって与えられる記載又は助言に従って処理されるプ
リント回路カードは、そのような層構造に関連する表面の最も外側に被着できることが好
都合である。
【０００３】
　薄膜基板を用いることにより、フレキシブルプリント回路カードを製造できるようにな
り、その場合、層の数及び個々の層の厚みを選択することによってフレキシビリティが低
下する。
【０００４】
　ステップ、手段又は目的を簡単にするために、これ以降の説明は、１つの薄膜基板上に
形成される単一のフレキシブルプリント回路カードの説明だけに限定されるであろう。
　このようにして製造される上記フレキシブルプリント回路カードはそれぞれ、薄膜基板
の中に延在するか、又は薄膜基板を貫通する複数のバイアを含み、或る回路を経由して、
向かい合っていない表面に沿って電気的に接続され、そうすることで、１つ又は複数の電
気回路を形成できるようにするであろう。
【０００５】
　本発明は概ね、複数の工程ステップにおいて実行される、バルク材料のような、薄膜基
板の一連の処理を踏まえ、又はそれに基づき、この処理により、単層プリント回路カード
を設けることができるようにする。
【０００６】
　複数の工程ステップにおいて実行されるそのような一連の処理は、既知の方法に従って
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、且つ以下に記載されるような提案される一連の流れにおいて達成できることが好都合で
あり、その一連の流れは、
ａ；バルク材料としての上記薄膜基板の全体又は少なくとも或る特定の選択された表面部
分がたとえばイオンの形をとる加速された粒子で処理されるようにすること、
ｂ；薄膜基板の表面上で選択される上記表面部分に衝突するときの上記粒子の速度と、そ
れらの粒子の相互に関連する質量とを選択して、それらの粒子に関連する、又は割り当て
られる運動エネルギーが、少なくともいくつかの粒子が十分な確実度で、上記薄膜基板を
通り抜けて、貫通することになるほど十分に高く選択されるようにし、それにより、いわ
ゆるナノワイヤを後に形成し、且つ上記薄膜基板を横断する、潜在ナノトラックと見なさ
れるトラックを形成できるようにすること、
　ｃ；既知の態様と同じように、上記ナノワイヤ又は選択された潜在横断ナノトラックを
処理できるようにし、それにより、実在し、適当に組み合わせられたナノトラックを形成
し、それらの多くが薄膜基板を完全に横断するようにすること、
　ｄ；薄膜基板を横断するか、又は薄膜基板の中に延在（又は薄膜基板を貫通）するバイ
アを形成するために、良好又は或る程度良好な導電性を有する材料で示唆されるような材
料で、それ自体が知られている態様で、少なくとも選択された実在ナノトラックを満たす
ことができるようにすること、及び
　ｅ；良好又は或る程度良好な導電性を有する、薄膜基板の向かい合っていない表面に被
着される、１つ又は好ましくは２つの材料列によって、表面に延伸する電気回路を経由し
て、複数の上記貫通バイアを電気的に相互接続できるようにすることを含む。
【０００７】
　　［定義］
　潜在ナノトラック又はナノワイヤは、バルク材料として用いられる薄膜基板を貫通し、
それにより基板の中に延在するか、又は基板を貫通する概ね垂直で、たとえば異方性のナ
ノワイヤを形成する、加速された粒子、好ましくはイオンによって引き起こされる細いワ
イヤ状の材料の改質を示すことを意図しており、そのナノワイヤの材料構造は、薄膜基板
の材料構造の残りの部分よりも高いエネルギーを有する材料構造に変化しており、変化し
た材料構造は結果として、薄膜基板の中を粒子又はイオンが移動する方向において、エッ
チング、たとえば化学エッチングされやすくなっている。
【０００８】
　実在ナノトラックは、上記エッチングによって、先に述べられたナノトラック又はナノ
ワイヤ内の材料構造が除去されており、且つこのようにして、細いスルーホール又は実在
トラックが作り出されていることを示すことを意図している。
【０００９】
　バイア又はマイクロバイアは、少なくとも１つの実在ナノトラック、好ましくはいくつ
かのスルーホール又は実在ナノトラックを適当に組み合わせたものが、或る材料で満たさ
れており、薄膜基板の向かい合ってない表面部分間に延在することを示すことを意図して
いる。本明細書で選択される材料として、著しく、又は際立って良好な導電性を有する材
料、及び／又は選択された或る程度良好な導電性を有する材料を使用できることが好都合
である。
【背景技術】
【００１０】
　先に述べられた性質を有する方法及び装置は複数の異なる実施形態において以前から知
られている。
　前置きとして触れておくと、絶縁性材料の中を貫通するか、又は貫通した加速された粒
子又はイオンが、ナノトラック又はナノワイヤを形成することについての理解は１９６０
年代には既に得られており、利用されていたが、それは、これらが地質学及び宇宙学にお
いて重要であると見なされていたからであり、宇宙粒子が地球の大気を通って到達すると
、多くの絶縁性材料内に永久トラックが形成され、それと同じ技術が本発明においても用
いられるということに言及することができる。
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【００１１】
　本発明の背景及び本発明が基礎とする技術的条件に関する、時間的にさらに近い関連す
る例として、非特許文献１というタイトルの出版物ＩＳＳＮ　１１０４－２３２Ｘ又はＩ
ＳＢＮ　９１－５５４－５５１５－８の内容に触れることができる。
【００１２】
　上記出版物の５２ページ及び図４９では、直列に接続されるいくつかのバイア又はマイ
クロバイアによって、ソレノイドのような形状のインダクタコイルを如何に構成し得るか
が例示されており、同じ金属材料によって、形成されたマイクロバイアをコイルとして電
気的に相互接続できるようにし、それによりフレキシブル回路構成を形成するために、前
置きとして述べられた工程を利用して、全てのマイクロバイアが１つの同じ金属材料から
形成され、薄膜基板を貫通して平行に向けられており、上記薄膜基板の向かい合っていな
い表面に必要な回路が設けられている。
【００１３】
　このようにして製造されるフレキシブル回路構成は、プリント回路カード又はプリント
基板上に印刷される回路の応用形態と対比することができるであろう。
　本発明に関連し、好都合な応用形態を期待することができる技術分野が、特許文献１に
図示され、開示される。
【００１４】
　本明細書では、いくつかの方法及び気体センサに関連する検出器が図示及び開示される
。
　数ある中でも、気体セル（２）の中を通り抜ける、赤外線光線のような電磁波を検出で
きるように意図される、気体センサに関連する検出器を製造できるようにするための方法
が提供され、上記気体セルは、測定又は評価の対象となる気体（Ｇ）の量を収容すること
ができるように構成される空洞（２１）を形成し、上記電磁波に対して高い反射率を有す
る表面を形成できるようにするために、上記気体セル（２）又は空洞（２１）内の壁部（
２１Ｃ、２１Ｄ、２１Ｅ）を形成する表面又は表面の一部が、１つ又は複数の異なる金属
層（Ｍ１、Ｍ２）でコーティングされる。
【００１５】
　上記検出器（３）は、地形的な構造を呈する１つ又は複数の表面エリアを有する、非導
電性の基層上に形成される、熱素子の形をとる１つ又は複数の受光手段から成り、それら
のエリアは第１の導電性金属層及び第２の導電性金属層をコーティングされ、その第１の
金属層及び第２の金属層は、互いから９０°だけ離れた入射角で地形的な表面構造に被着
される。
【００１６】
　より詳細には、上記の気体セルに関連する空洞（２１）は、基層（Ｂ）のカップ形の第
１の部分（２Ａ）、及び第２の部分と呼ばれる一部分（２Ｂ）によって形成されるべきで
ある。
【００１７】
　検出器に関連する地形的な構造（３）は、上記基層（Ｂ）のための第１の部分及び／又
は上記カップ形部分の一部分を割り当てられるべきである。
　上記基層（Ｂ）は、検出器に関連する回路構成（１ｂ）を形成するように構成される１
つ又は複数の付加的な部分も有するべきである。
【特許文献１】国際公開第９９／４１５９２号（Ａ１）
【非特許文献１】ミカエル・リンドバーグ（Ｍｉｋａｅｌ  Ｌｉｎｄｅｂｅｒｇ）、「Hi
gh Aspect Ratio Microsystem Fabrication by Ion Track Lithography」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　提起されている１つ又は複数の技術的課題に対する解決策を提供できるようにするため
に、関連技術分野の熟練者が最初に考慮すべき技術的な事柄が、行われるべき措置及び／
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又は一連の措置において必要な見通しを立てること、並びに要求されることになる１つ又
は複数の手段に欠くことのできないものを選択することであるという事情に注意を払うな
ら、これを考慮に入れて、以下に記載される技術的課題は、本発明を生み出し、その発明
内容を形にすることに繋がるはずである。
【００１９】
　先に説明されたような従来技術を考慮に入れると、前置きとして述べられたように、バ
ルク材料として薄膜基板を利用し、そのような薄膜基板の処理を利用しながら既知の基本
的な条件に従って、１つの同じ金属材料を用いて、薄膜基板上にトロイダルインダクタン
スを形成できるようし、複数の導電性材料又は半導電性材料を利用しながら、コールドジ
ョイント及びホットジョイントを有する電気的熱電対を形成し、且つ／又は電気回路構成
を形成するための状況を作り出すことができるようにすることの重要性、それに関連する
利点及び／又は行うべきステップの重要性を理解できるようにすることが、技術的課題と
見なされるべきである。
【００２０】
　それに関連して、金属材料のような少なくとも２つの異なる材料によって、薄膜基板の
内部に構成される光検出ユニットを配設できるようにすることが、技術的課題と見なされ
るべきであり、そのユニットは、前置きとして述べられた国際特許公開に記載されている
技術分野に適用することができる。
【００２１】
　さらに、薄膜基板を貫通して延伸するマイクロバイアを用いて、又はそれらのマクロバ
イア上に形成される電気的熱電対を形成できるようにすることが、技術的課題と見なされ
るべきであり、その場合に、薄膜基板の一方の表面は、ホットジョイントとしての役割を
果たすことができるべきであり、その表面と向かい合っていない第２の表面はコールドジ
ョイントとしての役割を果たすことができるべきである。
【００２２】
　その中にいくつかのナノトラック及びマイクロバイアが延在する薄膜基板を利用すると
きに、マイクロバイアを形成するために処理され、選択された最終的な分野又は結果のた
めに適した、同じ金属材料又は異なる金属材料又は他の材料を有する上記実在ナノトラッ
クを利用しながら、いくつかの電気回路構成を配設できるようにすることの重要性とそれ
に関連する利点を理解できるようにすることも、技術的課題と見なされるべきである。
【００２３】
　それに関連して、或る特定の第１の選択されたマイクロバイアのために、第１の金属材
料を選択できるようにすること、或る特定の第２の選択されたマイクロバイアのために、
別の金属材料を選択できるようにすること、或る特定の第３の選択されたマイクロバイア
のために、第３の材料を選択できるようにすること等の重要性とそれに関連する利点を理
解できるようにすることに技術的課題がある。
【００２４】
　さらに、或る特定の選択されたマイクロバイアのために、半導電性の材料を選択できる
ようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることも、技術的課
題と見なされるべきである。
【００２５】
　それに関連して、種々の金属材料が、形成されることになる熱素子に含まれ、薄膜基板
を完全に貫通して延在する、隣接し、且つ適当に組み合わせられたマイクロバイアに供給
されるようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることに技術
的課題がある。
【００２６】
　そのような熱電対の場合に、本明細書では第１のバイア又はマイクロバイアと呼ばれる
第１の数のバイアを形成するために、このようにして形成された第１の数の実在ナノトラ
ックが、選択された電気的特性及び他の特性を有する第１の材料で満たされるようにし、
且つ本明細書では第２のバイア又はマイクロバイアと呼ばれる第２の数のバイアを形成す
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るために、このようにして形成された第２の数のナノトラックが、選択された電気的特性
又は他の特性を有する第２の材料で満たされるようにすることの重要性とそれに関連する
利点を理解できるようにすることにも技術的課題があり、その場合、第１のバイア及び第
２のバイアの第１の材料及び第２の材料は、温度依存性の電気機械的な力（ＥＭＦ）を生
み出すために、互いに異なる熱電気的特性を有するように選択されるべきである。
【００２７】
　それゆえ、回路として薄膜基板の表面に被着される導電性材料が、薄膜基板の両面に被
着され、さらには第１の材料を割り当てられた第１のバイアと、第２の材料を割り当てら
れた第２のバイアとを、選択され、指定された回路を介して、たとえば直列接続において
電気的に相互接続できるようにし、且つ／又は複数のそのような直列接続を並列に接続で
きるようにするために配設され、且つ／又は構成されるようにすることの重要性とそれに
関連する利点を理解できるようにすることに技術的課題がある。
【００２８】
　さらに、目的に合っており、しかも薄膜基板の両側又は両面のうちの一方に配置される
いくつかのホットジョイントを有し、且つ上記薄膜基板の向かい合っていない第２の側又
は表面上に配置されるいくつかのコールドジョイントを有する、電気的熱電対を形成する
ために、直列接続内に含まれる最初のバイア、及びその直列接続内に含まれる最後のバイ
アが、指定された表面に関連する回路を介して適当に組み合わせられるようにすることの
重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることに技術的課題がある。
【００２９】
　このようにして処理された薄膜基板が、スペクトル分析用に構成された検出器の内部に
ある、周波数に合わせて構成された受光器のような、１つ又は複数の受光器としての役割
を果たすことができるようにするために構成されるようにすることの重要性とそれに関連
する利点を理解できるようにすることに技術的課題があり、その際、薄膜基板の第１の表
面部分は、第１の選択された周波数のための第１の電気的熱電対として構成することがで
き、同じ薄膜基板の第２の表面部分は、第２の選択された周波数のための第２の電気的熱
電対として構成することができる。
【００３０】
　ナノワイヤを処理して実在ナノトラック及びマイクロバイアにした後に、上記熱電対に
加えて、電気回路が、半導電性部品を含むことができることが好都合である、他の電気回
路及び／又は回路構成に適合するための状況を同様に作り出すことができるようにするた
めに、選択された表面部分、すなわち薄膜基板の外側表面全体のうちのより大きな部分、
又はより小さな部分、又は外側表面全体が加速された重粒子又は重イオンで処理されるよ
うにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることにも技術的課題
がある。
【００３１】
　粒子のうちの少なくとも選択された割合、たとえば８０％が満足のいく確実度で上記薄
膜基板を貫通し、それにより横断し、且つ完全に貫通する潜在ナノワイヤを形成し、それ
らを適当に組み合わせて、処理することにより、選択された密度及び／又は選択された抵
抗値を有する１つ又は複数のマイクロバイアを形成することができるようにするほど十分
に高く選択される粒子又はイオンに割り当てられる運動エネルギーが選択されるようにす
ることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることに技術的課題がある。
【００３２】
　第１に、選択され、適当に組み合わせられた、隣接し関連付けられる第１のマイクロバ
イアが電気的熱電対を形成できるようにするために、且つ第２に、選択され、適当に組み
合わせられた、隣接し関連付けられる第２のマイクロバイアが、上記電気的熱電対とは別
のタイプの電気回路を形成できるようにするために、これ以降「テンティング」工程と呼
ばれる（それは、或る表面の或る部分だけを処理することを意味する）、マスキング工程
に類似の方法によって、上記実在ナノトラックが形成され、且つ／又は適当に組み合わせ
られるようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることも技術
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的課題がある。
【００３３】
　上記第１のバイアを形成するために、選択された工程及び選択された第１のマスキング
又はテンティングによって、第１の選択された実在ナノトラックが第１の導電性材料で満
たされるようにし、且つ上記第２のバイアを形成するために、選択された工程及び選択さ
れた別のマスキング又はテンティングであるが、好ましくは同じ工程によって、第２の選
択された実在ナノトラックが第２の導電性材料で満たされるようにすることの重要性とそ
れに関連する利点を理解できるようにすることにも技術的課題がある。
【００３４】
　マスキング工程又はテンティング工程によって薄膜基板の２つの表面のうちの一方に被
着される導電性材料によって形成される電気回路によって、選択された複数の隣接して関
連付けられる第１のマイクロバイア及び選択された複数の隣接して関連付けられる第２の
マイクロバイアが電気的に相互接続されるようにすることの重要性とそれに関連する利点
を理解できるようにすることに技術的課題があり、その場合に、同様に、別の電気回路の
ために、電気回路を介して上記同じ材料を用いることもできる。
【００３５】
　マスキング又はテンティングによって薄膜基板の２つの表面のうちの第２の表面に被着
される材料によって形成される電気回路によって、複数の第１のマイクロバイア及び複数
の第２のマイクロバイアが電気的に相互接続されるようにすることの重要性とそれに関連
する利点を理解できるようにすることに技術的課題があり、その場合、同様に、電気的熱
電対以外の電気的接続のために、電気回路を介して上記材料を利用し、形成することがで
きる。
【００３６】
　それゆえ、実在ナノトラックを形成するために化学エッチングされやすく、マイクロバ
イアを形成するために後に処理される、作用を受けたバルク材料の適当に組み合わせられ
たナノワイヤから最初に構成される、上記潜在ナノトラックが横断できるようにし、同時
に、電気的熱電対のために必要とされる電気回路の外部にある電気回路及び部品ための不
可欠な電気回路を形成するために、マイクロバイアを選択し、且つ／又はそのようなマイ
クロバイアを適当に組み合わせることができるようにすることの重要性とそれに関連する
利点を理解できるようにすることに技術的課題がある。
【００３７】
　上記薄膜基板がプラスチック材料から選択され、且つ２００～３０μｍの全厚を割り当
てられるようにし、それにより、空洞内で気体を検出し、且つ／又は現在の気体濃度を評
価するのに適した、選択された周波数を有するパルス状の光波を利用している最中に有効
である、電気的熱電対に収容されることになるマイクロバイア毎に、選択された長さにそ
の厚みが適合できるようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにす
ることに技術的課題がある。
【００３８】
　上記薄膜基板が芳香族ポリマー材料から構成されるようにすることの重要性とそれに関
連する利点を理解できるようにすることに技術的課題があり、その場合、開放実在ナノト
ラックを形成するために化学試薬を利用している最中に、アルカリ性及び／又は酸化する
湿潤環境内でエッチングを実行することができる。
【００３９】
　それゆえ、本明細書において教示される応用形態では、イオン当たりの運動エネルギー
が２００～７０００ＭｅＶであるが、通常はイオン当たり２０００ＭｅＶ未満であるよう
に選択されることになるような状況を作り出すことの重要性とそれに関連する利点を理解
できるようにすることに技術的課題がある。
【００４０】
　「クーロン」爆発及び／又は熱過渡現象によってプラスチック内部に上記ナノワイヤを
設けることができるようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにす
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ることにも技術的課題がある。
【００４１】
　それゆえ、次亜塩素酸ナトリウム（ＮａＯＨＣｌ）含有溶液及び／又は酸化カリウム（
ＫＯＨ）含有溶液を利用することによりもたらされることになる、薄膜基板を横断する実
在ナノトラックを形成するために、横断潜在ナノワイヤ又は潜在ナノトラックを処理でき
るようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解できるようにすることに技術的課
題がある。
【００４２】
　内側トラック表面を濡らすために、そのように形成された実在横断開放ナノトラックが
、エタノール等で事前処理されるようにすることの重要性とそれに関連する利点を理解で
きるようにすることに技術的課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００４３】
　本発明は、処理された薄膜基板、及びそのような薄膜基板を製造するための方法に関し
、それを含み、それに関連して、前置きとして例示されており、且つ添付の請求項１の前
文に記載される、前置きとして教示される既知の技法を基にしている。
【００４４】
　先に述べられた技術的課題のうちの１つ又は複数を解決できるようにするために、本発
明は特に、本明細書では第１のバイア又はマイクロバイアと呼ばれる第１の数のバイアを
形成するために、第１の数の実在ナノトラックが、選択された電気的特性を有する第１の
材料で満たされるべきであるという事実、本明細書では第２のバイア又はマイクロバイア
と呼ばれる第２の数のバイアを形成するために、第２の数の実在ナノトラックが、選択さ
れた電気的特性を有する第２の材料で満たされるべきであるという事実、並びに上記第１
のバイア及び第２のバイアの第１の材料及び第２の材料が互いに異なる電気的特性を有す
るように選択されるという事実によって、中でも、薄膜基板に１つ又は複数の電気的熱電
対又は電気回路構成を形成できるようにするように、このように知られている技法が補わ
れるべきであることを教示する。
【００４５】
　さらに、薄膜基板の両側にコーティングされる、薄膜基板の表面に被着される材料が、
上記第１の材料を割り当てられた第１のバイアを、上記第２の材料を割り当てられた第２
のバイア、導電性又は半導電性の材料を割り当てられた第３のバイア等に、形成された回
路によって電気的に相互接続できるように配設され、且つ／又は構成されることが教示及
び示唆される。
【００４６】
　さらに、電気的熱電対及び／又は別の電気的接続構成を形成するために、直列接続に含
まれる最初のバイア、及びその直列接続に含まれる最後のバイアを適当に組み合わること
ができることが教示及び示唆される。
【００４７】
　本発明の基本的な概念の範囲内に入る、提案される実施形態として、熱電対の処理され
た薄膜基板が、スペクトル分析用に構成される検出器内に１つ又は複数の周波数指示信号
受信機として収容されるように構成されるべきであることが教示及び示唆される。
【００４８】
　さらに、薄膜基板の外側表面の大部分又はその全体が、加速された重粒子で処理される
べきであり、その場合、粒子又はイオンに割り当てられる運動エネルギーは、粒子の少な
くとも８０％が確実に上記薄膜基板の厚みを貫通することになるように選択されるべきで
あることが教示される。
【００４９】
　さらに、マスキング又はテンティングによって、実在ナノトラックが形成できるべきで
あること、及び、第１のバイアを形成するために、選択された実在ナノトラックが、選択
された工程によって第１の導電性材料で満たされることができるべきである一方、第２の
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バイアを形成するために、第２の選択された実在ナノトラックが、選択された工程によっ
て第２の導電性材料で満たされることができるべきであることが教示される。
【００５０】
　したがって、本発明によると、複数の第１のバイア及び複数の第２のバイアが、回路の
形の材料によって電気的に相互接続されるとともに、マスキング又はテンティングによっ
て薄膜基板の２つの表面のうちの一方に被着されるべきであることが教示される。
【００５１】
　さらに、複数の第１のバイア及び複数の第２のバイアが、回路の形の材料によって電気
的に相互接続されるとともに、マスキング又はテンティングによって薄膜基板の２つの表
面のうちの第２の表面に被着されるべきであることが教示及び示唆される。
【００５２】
　さらに、潜在横断ナノトラックは最初に、異方性材料から成る垂直ワイヤの形で、適当
に組み合わせられるナノワイヤから成り、その後、サブミクロンの細管、或いは実在ナノ
トラックを形成するために化学エッチングされやすいことが教示及び示唆される。
【００５３】
　さらに、上記薄膜基板はプラスチック材料（ポリマー）から選択され、且つ２００～３
０μｍの厚みを割り当てられることになることが教示及び示唆される。
　さらに、上記薄膜基板は芳香族ポリマー材料から構成され、その場合、開放ナノトラッ
ク又は実在ナノトラックを形成するために化学試薬を利用している最中に、アルカリ性及
び／又は酸化する湿潤環境内でエッチングを実行することができ、選択された粒子又はイ
オン、並びに薄膜基板内の選択された材料及びその割り当てられた厚みに応じて、運動エ
ネルギーはイオン当たり２００～７０００ＭｅＶになるように選択されるべきであること
が教示及び示唆される。
【００５４】
　さらに、本発明は、選択されたナノワイヤ又は潜在横断ナノトラックが、ポリイミド及
び／又はポリカーボネートプラスチック内に実在ナノトラックを形成し、次亜塩素酸ナト
リウム含有溶液及び／又は酸化カリウム含有溶液によって薄膜基板を横断するために処理
されるべきであることを教示及び示唆する。
【００５５】
　さらに、上記形成される実在横断開放ナノトラックは、内側トラック表面を濡らすため
に、エタノール等で事前処理されてもよいことが教示及び示唆される。
　　［利点］
　第一に本発明の特徴及びそれにより提供される特別な意味のある特徴と見なすことがで
きる利点は、このようにして、電気的熱電対及び／又は１つ又は複数の回路構成のような
、処理された薄膜基板によって、そのような熱電対が、スペクトル分析用に構成される検
出器内に、１つ又は複数の信号受信機のような１つ又は複数の回路構成として収容される
ようになる状況を作り出すことができるようにするために、複数の状況が作り出されたこ
とである。
【００５６】
　熱電対の応用形態では、スペクトル分析から選択される周波数を有する光線又は光波に
いくつかのホットジョイントが曝露されるようにするための状況が作り出されており、い
くつかのコールドジョイントが光線の陰に配置されるようになり、それにより、熱電対に
収容されるマイクロバイアの長さを薄膜基板の厚みにそのまま適合できるという、簡単に
実現される可能性が提供され、それにより、パルス状の光源を利用中に生じる温度差に適
合できるようにする状況が作り出されている。
【００５７】
　さらに、薄膜基板内への熱伝導を制御するための状況、個々のマイクロバイアの抵抗値
を適合させるための状況、及び利用されるマイクロバイア及び材料の構造並びに薄膜基板
の厚みによってホットジョイントとコールドジョイントとの間に生じる熱伝導に適合する
ための状況が作り出されている。
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【００５８】
　第一に本発明の特徴と見なすことができるものは、添付の請求項１の特徴部分において
規定される。
　本明細書で、単に本発明の実施形態を例示するにすぎないが、現在提案されている実施
形態とともに、本発明に適合するように薄膜基板を処理できるようにするために、本発明
に関連付けられる意味のある特徴を有する従来の既知の方法が、より詳しく説明されるこ
とになり、その際、添付の図面が参照される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　本明細書で図１～図３を参照すると、図１には、前置きとして述べられた特許公開にお
いて示される技術的な必要条件による、いくつかの工程ステップにおいて薄膜基板を処理
できるようにするためのこれまでに知られている方法が示される。
【００６０】
　こうして、「ａ」～「ｆ」で指示される異なる工程ステップにおいて、薄膜基板１を処
理できるようにし、それにより薄膜基板１を完全に貫通して、向かい合っていない表面１
ａ、１ｂにおいて電気的に接続される複数のマイクロバイアを有する、図２のプリント回
路カード２を製造できるようにし、それにより、トロイダルインダクタコイル２ａの形で
、電気回路構成を形成できるようにするための提案される一連のステップが図１に示され
る。
【００６１】
　簡単にするために、図２には「Ｖ１」、「Ｖ２」～「Ｖ５」で示される５つのマイクロ
バイアだけを用いることが示されるが、実用的な応用形態では、本明細書で示されるもの
よりも、著しく多くの数、及び著しく高い密度の構造が必要とされる。
【００６２】
　図１ａでは、薄膜基板１の全体が、イオン「Ｊ」の形をとる加速された粒子で処理され
こと、及びそれに関連して、これらのイオンが貫通することにより、いくつかのナノワイ
ヤ１ｄ又は潜在ナノトラック１ｄが形成されることが示される。
【００６３】
　イオン「Ｊ」として、１０００ＭｅＶ１２９Ｘｅ２７＋を利用できることが好都合であ
り、それは、薄膜基板１の形をとる、ポリイミド構造のプラスチックを貫通するのに適し
ていることが立証されている。
【００６４】
　図１ａでは、薄膜基板１は、上側にある第１の薄い銅層１' 及び下側にある第２の薄い
銅層１''によって覆われる。
　図１ｂは、薄膜基板１の上側１' 及び下側１''がそれぞれ１つの銅層１２及び１３をコ
ーティングされており、上側銅層１２が開口部１２ａを設けられていることを示す
。
【００６５】
　より詳細には、銅層１２は、図２においてバイア「Ｖ１」と呼ばれる所望のマイクロバ
イアに隣接して開口部１２ａを画定するために処理される。
　図１ｃでは、実在ナノトラック１ｅが形成されるように、ナノワイヤ１ｄが処理される
。
【００６６】
　図１ｃは、上記イオン又は粒子「Ｊ」が表面部分に衝突するときの速度、及びその粒子
の質量が互いに、少なくともいくつかの粒子が十分な確実度で上記薄膜基板１を完全に貫
通することになるようにその粒子「Ｊ」に関連付けられる運動エネルギーが選択されるよ
うな値になされ、それにより、上記薄膜基板を完全に横断するいくつかのナノワイヤ１ｄ
又は潜在ナノトラックを形成できるようにすることを示すことも意図している。
【００６７】
　図１ｄは、バイア「Ｖ１」のようなスルーホールに関連付けられるマイクロバイアを形
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成するために、既知の態様の上記実在ナノトラック１ｅが、極めて良好な導電性を有する
金属材料１ｆで満たされることになることを示す。
【００６８】
　さらに、図１ｄは、電着のような既知の工程によって、ニッケル又は銅が２つのステッ
プで小孔又は実在ナノトラック１ｅ内に堆積されることを示す。
　小孔又は実在ナノトラック１ｅは、下側層１''に向かって、薄膜基板１の全厚を貫通し
て延在するので、この層は支持部分を構成することができ、別法では、粘着テープが用い
られる。
【００６９】
　図１ｃでは、実在ナノトラックの濡れを改善するために、エタノールを用いて、スルー
ホール又は実在ナノトラック１ｅの事前洗浄を行うことができる。
　図１ｅでは、電着による材料が上側銅層に達する前に、上側銅層１' が除去されている
ことが示される。
【００７０】
　第１の電着は、銅層又は銅薄膜１''をエッチング液に対して保護するための役割を果た
すようになされる。
　その後、電着は続く。
【００７１】
　マイクロバイア「Ｖ１」が薄膜基板１の上側表面１ａに向かって成長したとき、「カッ
プ」が形成され、堆積が中止される。
　図１ｆは、本明細書で、上記スルーホールに関連付けられるバイア「Ｖ１」のうちの１
つが、薄膜基板の向かい合っていない表面に回路として被着され、且つ導電性を有する１
つ又は２つの材料によって相互接続されることができることも示す。
【００７２】
　図１ｆは、この点で、薄い金薄膜１ｇが上側表面１ａに対して蒸着されており、銅薄膜
１ｈがその上に被着されていることを示すことができる。
　本明細書で、上側（及び下側）の上に必要な回路を等方性ウエットエッチングによって
形成することができる。
【００７３】
　本明細書で、図２はインダクタコイルを示し、５つのバイアだけが示されており、バイ
ア「Ｖ１」、「Ｖ２」～「Ｖ５」を直列に接続してインダクタコイルにするために、本明
細書では「Ｌ１」、「Ｌ３」及び「Ｌ５」で示される必要な第１の導電性ワイヤが、薄膜
基板の上側表面１ａに被着され、本明細書では「Ｌ２」、「Ｌ４」及び「Ｌ６」で示され
、薄膜基板の向かい合っていない表面１ｂに被着される第２の導電性ワイヤによって接続
される。
【００７４】
　本明細書で、図３は主に、上記バイア「Ｖ２」、「Ｖ３」及び「Ｖ４」の様子を示して
おり、下側１ｂ上にある回路「Ｌ４」に加えて、図２が示すようにして、上側１ａ上にあ
る回路「Ｌ３」、「Ｌ５」がマイクロバイアに相互接続されている。
【００７５】
　上側１ａ上にある全ての導電性ワイヤ、薄膜基板を貫通する全てのマイクロバイア及び
下側１ｂ上にある全ての導電性ワイヤは１つの同じ金属材料から形成される。
　　［現時点で提案される実施形態の説明］
　さらに前置きとして、本発明に関連付けられる意味のある特徴を有し、且つ添付の図面
に示される図４～図１０によって明らかにされる、現時点で提案される実施形態に関する
以下の説明では、主に本発明の根本的な概念を明らかにできるように、用語及び特定の術
語が選択されていることを強調しておきたい。
【００７６】
　しかしながら、これに関連して、本明細書において選択される表現は、本明細書におい
て用いられ、且つ選択される用語だけに限定するものと見なされるべきではなく、このよ
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うにして選択された各用語は、それに加えて、全く同じ、又は概ね同じ意図及び／又は技
術的効果を達成できるようにするために、全く同じ、又は概ね同じようにして動作する、
全ての技術的に同等のものを含むように解釈されるべきであることを考慮に入れるべきで
ある。
【００７７】
　こうして、図４を参照すると、本発明のための根本的な条件及び要件が概略的に示され
ており、本発明に関連付けられる意味のある特性及び特徴が、図４～図１０によって添付
の図面において以下にさらに厳密に示され、且つ以下の記述においてさらに厳密に説明さ
れる、現時点で適当な提案される工程とともに、現時点で提案される実施形態によって、
概ね具現されている。
【００７８】
　こうして、本発明は主に、別の技術分野及び応用形態のために、図１～図３において教
示されている方法に基づいており、この技法から、気体計量のための応用形態において検
出器としての役割を果たすように構成される、以下の説明では熱電対として例示されるこ
とになる、１つ又は複数の電気回路構成を提供できるようにするために、複数の改変が必
要とされる。
【００７９】
　これに関連して、主に図１ｅに示されているものによれば、本発明は、「Ｖ１０」、「
Ｖ３０」及び「Ｖ５０」で示される、本明細書では第１のマイクロバイアと呼ばれる第１
の数のマイクロバイアを形成するために、本明細書では３つとして示される第１の数の実
在ナノトラック１ｅが、良好な電気的特性を有する第１の材料Ｍ１で満たされることを教
示する。
【００８０】
　しかしながら、本発明は、「Ｖ２０」、「Ｖ４０」及び「Ｖ５０」で示される、本明細
書では第２のマイクロバイアと呼ばれる第２の数のマイクロバイアを形成するために、本
明細書では３つとして示される第２の数の実在ナノトラック１ｅが、良好な電気的特性を
有する第２の材料Ｍ２で満たされることを教示又は示唆しており、しかしながら、これは
、第１のバイア「Ｖ１０」、「Ｖ３０」及び「Ｖ５０」が覆われ、マスクされることにな
り、且つ第２の実在ナノトラックが、第２の材料Ｍ２によって到達されるように露出され
るという条件で、主に図１ｅにおいて教示されるものに従って達成することができる。
【００８１】
　その方法、及びそれによって関連付けられる工程ステップは、図８、図９及び図１０に
おいてさらに厳密に図示及び記述され、それらは以下にさらに詳細に説明されるであろう
。
【００８２】
　熱電対１００に関して、本発明に従って例示される実施形態の場合に重要なのは、ホッ
トジョイント（１０ａ）とコールドジョイント（１０ｂ）との間の温度差において起電力
（ＥＭＦ）を与える、１つ又は複数の適当に組み合わせられた、又は個別の電気的熱電対
を形成するために、上記第１のマイクロバイア及び第２のマイクロバイアの第１の材料Ｍ
１及び第２の材料Ｍ２が、互いに異なる電気－熱特性を有するように選択されるべきであ
るということである。
【００８３】
　これに関連して、本発明は、温度差がある中で端部を当接して互いに結合されるときに
、異なる金属が異なる電気－熱特性を有するという理解に基づいている。
　したがって、本発明は、既知の実験から、所望の材料間の所望の熱電気特性を決定でき
るようになることに基づいている。
【００８４】
　形成された電気回路Ｌ１０、Ｌ３０、Ｌ５０によって、第１の材料Ｍ１を割り当てられ
る第１のマイクロバイア「Ｖ１０」、「Ｖ３０」及び「Ｖ５０」と、第２の材料Ｍ２を割
り当てられる第２のマイクロバイア「Ｖ２０」、「Ｖ４０」及び「Ｖ５０」とを電気的に
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相互接続できるようにするために、薄膜基板１０の両側にコーティングされる、薄膜基板
１０の表面に被着される導電性材料１０ａ及び１０ｂが配設され、且つ／又は構成される
。
【００８５】
　直列接続に収容される最初のマイクロバイア「Ｖ１０」及び同じ直列接続に収容される
最後のマイクロバイア「Ｖ５０」が適当に組み合わせられて、接続１０１及び１０２を介
して直列に接続される電気的熱電対１００が形成される。
【００８６】
　図２だけでなく、図４にもインダクタンスの一部、別法では本発明による電気的熱電対
１００の一部のみが示されており、熱電対１００を形成するためには、それよりもかなり
多くのマイクロバイアが互いに直列に接続されることができ、接続されることになること
は理解されたい。
【００８７】
　同じ薄膜材料１上に、図４に従って直列に接続される複数の個々の熱電対を形成するこ
とも妨げられない。
　直列に接続される複数のそのような個々の熱電対１００を並列に接続することも妨げら
れない。
【００８８】
　電気的熱電対１００の図４に示される処理された薄膜基板１０は、スペクトル分析用に
構成される検出器内に信号受信機として収容されるように構成される。
　参照符号１０ａ' のように、薄膜基板１０上で電気的熱電対１００の表面部分１０ａを
繰り返すことができること、及びそれにより１つの同じ薄膜基板１０上で２つの電気的熱
電対１００及び１００' を提供でき、当該熱電対１００及び１００' はそれぞれ、スペク
トル分析中に異なる光線又は波を検出するために用いることができ、熱電対１００は本来
の測定のために用いることができ、熱電対１００' は基準測定として用いることができ、
いずれの信号も、上記接続ワイヤを介して、それ自体が知られているタイプの電子値計算
回路に供給されることは当業者には明らかである。
【００８９】
　図４によれば、本発明の範囲内には、バルク材料として、薄膜基板１０の全体の選択さ
れた部分、又は外側表面１０ａが、加速された重イオン「Ｊ」で処理され、それにより、
異なる金属のために、電気的熱電対として相互接続される、或る特定のマイクロバイアを
用いるための状況を作り出すだけでなく、薄膜基板の内部に、従来から知られている形の
別の電気回路及び回路構成を形成するための状況を作り出すことができるようにすること
が含まれる。
【００９０】
　本明細書において教示される本発明及びその応用形態によれば、粒子又はイオンに割り
当てられる運動エネルギーは、粒子のうちの少なくとも８０％が十分な確実度で上記薄膜
基板１０の選択された厚みを通り抜けるように選択され、それにより、適当に組み合わせ
られたマイクロバイアが薄い基板を通して確実に完全に接続されるようにする必要がある
。
【００９１】
　本発明は、互いに同じ又は異なる材料を有する複数のマイクロバイアを直列に接続する
ための可能性に基づくので、マイクロバイアが表面の上下を完全に貫通し、且つ電気的な
接触を与えるために、表面に関連付けて形成された回路を介してスルーホール関連のマイ
クロバイアをそのように直列に接続するための確実性が要求される。
【００９２】
　また本発明によれば、上記実在ナノトラックはマスキング工程又はテンティング工程に
よって形成できるようになり（この結果は上記薄膜基板に関連する表面エリア上の刺繍片
と比較される）、その場合に、第１のマイクロバイアを形成するために、選択された工程
及びマスキングによって、第１の数の選択された実在ナノトラックが第１の導電性材料で
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満たされるようになる。
【００９３】
　しかしながら、第２のマイクロバイアを形成するために、選択された工程及びマスキン
グによって、第２の数の選択された実在ナノトラックが第２の導電性材料で満たされるよ
うになり、上記第１のバイア及び上記第２のバイアが電気的熱電対として、及び／又は回
路構成に相互接続されるとき、所望の特性を与えるために、それらのバイアが適当に組み
合わせられる。
【００９４】
　こうして、本発明は、個別の導電性ワイヤ及び回路を形成するために、複数の第１のマ
イクロバイア及び複数の第２のマイクロバイアが、マスキング又はテンティングによって
、薄膜基板の２つの表面のうちの一方に被着される導電性材料によって電気的に相互接続
されるようになることも教示する。
【００９５】
　さらに、個別の導電性ワイヤ及び回路を形成するために、複数の第１のマイクロバイア
及び複数の第２のマイクロバイアが、マスキング又はテンティングによって、薄膜基板の
２つの表面のうちの第２の表面に被着される導電性材料によって電気的に相互接続される
ようになることが教示される。
【００９６】
　他の電気回路構成において回路として上記バイアを含むことができるようにするために
、上記導線性ワイヤ及び回路を形成するのと同時に、薄膜基板の内部にある他のマイクロ
バイアを介して横断回路を配設することも妨げられない。
【００９７】
　上記薄膜基板１０は、プラスチック材料から選択され、２００～３０μｍ、好ましくは
１２０～５０μｍの厚みを割り当てられ、それにより、以下にさらに厳密に説明されるこ
とになる性質の電気的熱電対を提供できるようにする。その厚みは、１００～７５μｍで
選択されることができるようになる。
【００９８】
　より詳細には、上記薄膜基板１０は芳香族ポリマー材料から成ることができ、開放実在
ナノトラックを形成するために化学試薬を利用しながら、アルカリ性及び／又は酸化する
湿潤環境内でエッチングが行われる。
【００９９】
　より詳細には、運動エネルギーはイオン当たり２００～７０００ＭｅＶになるように選
択されることになり、それらのイオンが、或る選択された確実度、本明細書では少なくと
も８０％として設定される確実度で、薄膜基板１０の厚みを貫通できるようにすることが
示される。
【０１００】
　薄膜基板１０内に存在する上記ナノワイヤ１ｄは「クーロン」爆発及び／又は後続の熱
過渡現象によって形成することができ、それは先に述べられた特許公開の１８ページにお
いてさらに厳密に示され、記述される。
【０１０１】
　薄膜基板１０を横断する実在ナノトラックを形成するために、上記選択された潜在横断
ナノワイヤ又はナノトラック１ｄが、たとえば既知の態様で処理され、この処理では、次
亜塩素酸ナトリウム含有溶液又は酸化カリウム含有溶液を利用することができる。
【０１０２】
　さらに、上記実在横断開放ナノトラック１ｅは、内側トラック表面を濡らすために、エ
タノール等で事前処理できることが教示される。
　図５を参照すると、スペクトル分析用の検出器のために提案される熱電対において、ホ
ットジョイントに割り当てられる温度及びコールドジョイントに割り当てられる温度のた
めの温度－時間グラフが示されており、指定される温度差「ｄＴ」は、少なくとも以下の
要因によるものと見なすことができる。
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ａ）上側表面１０ａに対して入射する光波の光強度。
ｂ）２つの連続するパルス間の光強度の周波数。
ｃ）光強度の上昇勾配特性。
ｄ）薄膜基板１０を横断するマイクロバイアの長さ「ｄ」。
ｅ）薄膜基板１０を横断するマイクロバイアの計算された太さ「ｔ」。
ｆ）隣接するマイクロバイア間の距離。ただし、距離「ａ」（図３）はバイア「Ｖ２」と
「Ｖ３」との間の距離に相当し、一方、距離「ａ１」はバイア「Ｖ２」と「Ｖ４」との間
の距離に相当する。
ｇ）マイクロバイアとバルク材料との間に生じる熱伝達。
ｈ）バルク材料又は薄膜基板１０において選択される材料。
ｉ）下側表面１０ｂから基層１０３への選択された熱伝導。
ｊ）個々のマイクロバイアを形成する際に並列に接続される実在ナノトラックの数。
ｋ）上記実在ナノトラックの計算された太さ。
【０１０３】
　図４による実施形態は、それぞれが１つの電気的熱電対に適した、いくつかの異なるパ
ラメータを利用することを示し、明示する。
　表面１０ａ上で発生する熱が増加すると、熱伝導によって表面１０ｂまで長い距離を通
るので、マイクロバイア「Ｖ１０」及び他のマイクロバイアの長さ「ｄ」が長くなると、
明らかに大きな信号「Ｖ」を与えることができるようになるだけでなく、発生する温度差
の遅延が大きくなるのがごく自然である。
【０１０４】
　より太いマイクロバイア又は過剰の複数の実在ナノトラックから成るマイクロバイアは
、表面１０ｂへの熱伝導を増す。
　いくつかのより細いマイクロバイアは、同じ断面積を有する太いマイクロバイアよりも
、バルク材料への熱伝導が大きい。単一の太いマイクロバイアは、いくつかの細いマイク
ロバイアよりも低い温度勾配を与える。
【０１０５】
　マイクロバイアが細くなると、太いマイクロバイアよりも高い電気抵抗値が与えられる
。
　指定されたように直列に相互接続されるマイクロバイアの数が増えると、マイクロバイ
アが少ない場合よりも出力信号が高くなる。
【０１０６】
　電気的熱電対の条件を指定することができる付加的なパラメータは、用いられる光源又
はランプの時間関連の特性が、発生する温度差に影響を及ぼすことである。
　しかしながら、パルスによってランプが制御され、それによりランプが、放射される光
パルスの選択された周波数を割り当てられる場合には、この周波数は、１００μｍの厚み
「ｄ」を有する薄膜基板において０．１秒の間に現われるように選択されるべきであるこ
とがわかっている。
【０１０７】
　別の条件は、マイクロバイアが所定の抵抗値を有するべきであり、その抵抗値は、でき
る限り低く、たとえば１００Ω未満にすべきであるというものであるが、３０～５０ｋΩ
までの電気的熱電対の抵抗値が許容されなければならないであろう。
【０１０８】
　図６は、温度差の時間による推移を示しており、そのグラフは、電気的熱電対１００か
らの出力信号を表すものと見なすこともできる。
　図７には、薄膜基板の高さ寸法又は厚み「ｄ」が電気的熱電対からの出力信号に如何に
関連付けられ、また用いられる光源又はランプの繰返し周波数に如何に関連付けられるか
に関するグラフが示される。
【０１０９】
　本発明による電気的熱電対は、その数のうちの半分は金属Ｍ１のような第１の材料から
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成り、残りの半分は金属Ｍ２のような第２の材料から成る、さらに多くのマイクロバイア
又は適当に組み合わせられたマイクロバイアの場合にも都合良く構成されるようになる。
【０１１０】
　要するに、実在ナノトラック及びマイクロバイアは、実用的に可能な限り細くされるべ
きであり、用いられる金属材料はできる限り熱伝導率を低くすべきであると言うことがで
きる。
【０１１１】
　材料対Ｍ１及びＭ２は、できる限り同程度のゼーベック効果、熱電効果又は起電力（Ｅ
ＭＦ）を有するべきである。
　当然、本発明の範囲内には、マイクロバイアにおいて、及び／又は表面部分１０ａ及び
１０ｂのために、それぞれ十分に導電性の材料又は半導電性の材料を利用できるようにし
、それにより、少なくとも２つの異なる材料を利用しながら、種々の回路構成を構成でき
るようにすることが含まれる。
【０１１２】
　表面１０ａ及び１０ｂに沿った回路のために、それぞれマイクロバイアにおいて用いら
れる材料とは異なる金属材料を選択することも妨げられない。
　図８では、薄膜として構造化されるバルク材料によって、少なくとも２つ、本明細書で
は金属材料Ｍ１、Ｍ２及びＭ３によって示される３つの異なる材料を利用して、熱電対又
は別の回路構成を形成できるようにするために、図１に示される方法に類似の、いくつか
の工程ステップ「Ａ」、「Ｂ」～「Ｇ」に分割される方法の一連のステップが示される。
【０１１３】
　こうして、図８Ａは、粒子又はイオン８０ａを利用しながら、薄膜材料の形をとるバル
ク材料８０が放射線に曝露され、それにより横断するナノワイヤ８０ｂ又は潜在ナノトラ
ック８０ｂが形成されることを示す。
【０１１４】
　本明細書では、同じ工程ステップの従来技術によって、材料８０の上側表面８０ｃ全体
が処理され、ナノワイヤ８０ｂが良好に配設されるようになる。
　図８Ｂは、実在ナノトラック８０ｄを配設するために、図８Ａにおいて形成されたナノ
ワイヤ８０ｂが工程ステップ内のエッチング工程にかけられることを示す。
【０１１５】
　本明細書では、上側表面８０ｃ全体が、バルク材料８０が実在ナノトラック８０ｄの高
密度の穴を有するように処理される。
　図８Ｃでは、図８Ｂに従って処理される材料８０が、さらに別の工程ステップにおいて
金属層８０ｅを設けられることが示される。
【０１１６】
　図８Ｄは、１つの工程ステップにおいて、露出した３つの図示される実在ナノトラック
８０ｈを覆うために、マスキング及び開口部８０ｇを有するフォトレジスト乾燥塗膜８０
ｆが上側表面８０ｃに被着されることを示す。
【０１１７】
　電気めっきを含む１つの工程ステップによって、同じ材料がナノトラック８０ｈを満た
し、且つ開口部８０ｇの内部に行き渡るように、金属材料「Ｍ１」が被着される。
　図８Ｄは、マスキング又は保護薄膜としての役割を果たすレジスト８０ｉが金属層８０
ｅに被着されていることも示す。
【０１１８】
　図８Ｅは、後続の工程ステップにおいて、乾燥塗膜８０ｆが除去され、３つの露出して
示される他の実在ナノトラック８０ｈ' を覆うために、開口部８０ｇ' を有するフォトレ
ジスト乾燥塗膜８０ｆ' が上側表面８０ｃに被着されることを示す。
【０１１９】
　電気めっきを含む工程ステップを繰り返すことにより、金属材料「Ｍ２」がナノトラッ
ク８０ｈ' を満たし、且つ開口部８０ｇ' の内部に行き渡るように被着される。
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　図８Ｆは、薄膜８０ｆ' が１つの工程ステップにおいて除去されており、それに続く工
程ステップにおいて、露出した、満たされたナノトラック８０ｈ及び８０ｈ' をそれぞれ
マイクロバイアとして覆うために、開口部８０ｋを備えるマスキングを有する新たなフォ
トレジスト８０ｊ、すなわち乾燥塗膜が上側表面８０ｃに被着され、電気めっきによって
、「Ｌ１０」によって示されるような、必要とされる回路を形成する金属材料Ｍ３が被着
されることを示すことを意図している。
【０１２０】
　また図８Ｆは、金属層８０ｅ及び保護薄膜８０ｉ' が１つの工程ステップにおいて除去
されており、それに続く工程ステップにおいて、露出した、満たされたナノトラック８０
ｈ及び８０ｈ' をそれぞれマイクロバイアとして覆うために、開口部８０ｋ' の形のマス
キングを有する新たなフォトレジスト８０ｊ' 、すなわち乾燥塗膜が下側表面８０ｃ' に
被着され、電気めっきによって、図４に「Ｌ３０」によって示されるような、必要とされ
る回路を形成する金属材料Ｍ３が被着されることを示すことも意図している。
【０１２１】
　図８Ｇは、１つの工程ステップにおいて、フォトレジスト８０ｊ及び８０ｊ' が除去さ
れ、それにより、互いに電気的に結合及び接続される、マイクロバイアと、薄膜８０の上
側８０ｃ及び下側８０ｃ' 上にある回路とを有する回路構成（１００）が使えるようにな
ることを示す。
【０１２２】
　他の実施形態では、材料「Ｍ１」、「Ｍ２」、「Ｍ３」及び「Ｍ４」は、導電性を有す
る金属材料から同じものを選択することができるか、又は異なる導電性を有する材料、及
び／又は半導電性を有する材料から互いに異なるものを選択することができる。
【０１２３】
　さらに、図８Ｇは、金属材料によって覆われない、或る特定の選択された実在ナノトラ
ック８０ｍ、８０ｍ' が通気管路及び冷却管路としての役割を果たすことができることも
示す。
【０１２４】
　図９には、薄膜として構造化されるバルク材料によって、少なくとも２つ、本明細書で
は金属材料Ｍ１、Ｍ２及びＭ３によって示される３つの異なる材料を利用して、熱電対又
は他の回路構成を形成できるようにするために、図８に示される方法に類似の、いくつか
の工程ステップ「Ａ」、「Ｂ」～「Ｆ」に分割される方法の一連のステップが示される。
【０１２５】
　こうして、図９Ａは、粒子又はイオン８０ａを利用しながら、薄膜材料の形をとるバル
ク材料８０が放射線に曝露され、それにより横断するナノワイヤ８０ｂ又は潜在ナノトラ
ック８０ｂが形成されることを示す。
【０１２６】
　本明細書では、同じ工程ステップの従来技術によって、材料８０の上側表面８０ｃ全体
が処理され、ナノワイヤ８０ｂが良好に配設されるようになる。
　図９Ｂは、選択された実在ナノトラック８０ｄを配設するために、図９Ａにおいて形成
されたナノワイヤ８０ｂがフォトレジスト８０ｆによって覆われ、マスキング及びその開
口部８０ｇによって、それらのナノワイヤが、図９Ｃによる１つの工程ステップ内のエッ
チング工程にかけられることを示す。
【０１２７】
　本明細書では、上側表面８０ｃの選択された部分だけが、バルク材料８０が実在ナノト
ラック８０ｄの選択された穴を有するように処理される。
　図９Ｂ及び図９Ｃでは、さらに別の工程ステップにおいて、材料８０が金属層８０ｅを
設けられることが示される。
【０１２８】
　図９Ｄは、１つの工程ステップにおいて、露出した３つの図示される実在ナノトラック
８０ｈを覆うために、開口部８０ｇを有するフォトレジスト、乾燥塗膜８０ｆが上側表面
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８０ｃに被着されることを示す。
【０１２９】
　電気めっきを含む１つの工程ステップによって、同じ材料がナノトラック８０ｈを満た
し、且つ開口部８０ｇの内部に行き渡るように、金属材料「Ｍ１」が被着される。
　図９Ｅは、後続の工程ステップにおいて、乾燥塗膜８０ｆが除去され、露出した３つの
図示される他の実在ナノトラック８０ｈ' を覆うために、開口部８０ｇ' を有するフォト
レジスト、乾燥塗膜８０ｆ''が上側表面８０ｃに被着されることを示す。
【０１３０】
　電気めっきを含む工程ステップを繰り返すことにより、同じ材料がナノトラック８０ｈ
を満たし、且つ開口部８０ｇ' の内部に行き渡るように金属材料「Ｍ２」が被着される。
　図８Ｆ及び図８Ｇに従って先に示された工程ステップによって図９Ｆが達成されるので
、これ以上は図示されない。
【０１３１】
　図１０は、マスキング工程又はテンティングによって、イオン８０ａからの放射線がも
らされる結果として、潜在ナノトラック及びナノワイヤ８０ｂだけが、上記の工程ステッ
プの後に、マイクロバイアを形成することになる表面部分の内部に形成されることを示す
ことを意図している。
【０１３２】
　本発明が熱電対に関連して例示される場合であっても、上記技法を、ＩＲ検出器、動き
検出器等の他の検出器のためにも用いることができることは明らかである。
　当然、本発明は例として先に与えられた実施形態には限定されず、添付の特許請求の範
囲に示される、本発明による包括的な概念の範囲内で変更することができる。
【０１３３】
　特に、所望の技術的な機能を達成できるようにするために、本発明の範囲内で、図示さ
れる各ユニットを、図示される別の各ユニットと組み合わせることができることが考慮に
入れられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】薄膜材料を貫通して適当に組み合わせられるマイクロバイアを用いることにより
、１つの同じ金属材料からトロイダルインダクタコイルを形成できるようにするために、
一連のステップ「ａ」～「ｆ」において薄膜基板を処理するための既知の方法を示す断面
図。
【図２】図１の方法に従って形成されるインダクタコイルを示す斜視図。
【図３】表面上に構造化された関連する回路とともに、インダクタコイル内のいくつかの
バイアを、バルク材料を除いた状態で示す図。
【図４】本発明に関する規定による電気的熱電対を示す斜視図。
【図５】本発明による１つの応用形態において、電気的熱電対のホットジョイント及び熱
電対のコールドジョイントに割り当てることができる、時間による温度差の一例を示すグ
ラフ。
【図６】熱電対によって電圧又は起電力（ＥＭＦ）に相当する変化が与えられる場合の、
温度差の時間による変化を示すグラフ。
【図７】最大の温度差が生じるときの、薄膜基板のために選択された厚みと時間との間の
関係を表すグラフ。
【図８】薄膜として構造化されたバルク材料から、少なくとも２つの異なる金属材料によ
って熱電対又は別の回路構成を形成できるようにするための、複数の工程ステップから成
る方法に関する、図１に示される一連のステップに類似の一連のステップを示す図。
【図９】複数の工程ステップから成る別の方法に関する、図８に示される一連のステップ
に類似の一連のステップを示す断面図。
【図１０】図９の最初の２つの工程ステップを１つの工程ステップにまとめるための別の
方法を示す断面図。
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